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規

則 

埼
玉
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
九
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
条
中
「
第
七
条
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
第
八
条
第
四
項
」
を
加
え
る
。 

第
十
一
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、
「
様
式
第
十
号
」
を
「
そ

れ
ぞ
れ
様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
号
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



様式第１０号（第１１条関係） 

公用従事令書  

発付番号・年月日 

第          号 

  年  月  日  

日  

実 費 弁 償 請 求 書                

  

 請求額 金      円 

   内訳 別紙明細書のとおり 

   

災害救助法第７条第５項の規定に基づき、下記の事実によつて、上記金額を請求する。 

        

 １ 従事した業務 

 ２ 従事した期間 

 ３ 従事した場所 

 

     年  月  日 

 

住  所                        

(所在地) 

職  業   

氏  名      

個人番号      

法人その他団体にあつては、 

その名称、代表者氏名及び事

業の種類 

 

   （宛先） 

        埼玉県知事 

 

 

 

 

 



 

様
式
第
十
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第１０号の２（第１１条関係） 

 

実 費 弁 償 請 求 書                

  

 請求額 金      円 

   内訳 別紙明細書のとおり 

   

災害救助法第８条第４項の規定に基づき、下記の事実によつて、上記金額を請求する。 

        

 １ 協力した業務 

 ２ 協力した期間 

 ３ 協力した場所 

 

     年  月  日 

            

所 在 地                

名    称   

代表者氏名      

      

   （宛先） 

        埼玉県知事 

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
条
、
第
十
一
条
及
び
様
式
第
十
号
の

二
の
規
定
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
九
号 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
申
請
書
が
提
出
さ
れ

た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
申
請
書
及
び
同
条
第
三
項
の

当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い

て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
埼
玉
県
知
事

に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

株
式
会
社
ク
リ
ー
ン
テ
ッ
ク
サ
ー
マ
ル 

埼
玉
県
深
谷
市
折
之
口
千
九
百
八
十
五
番
地 

代
表
取
締
役 

反
後
太
郎 

二 

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所 

埼
玉
県
深
谷
市
折
之
口
稜
威
ケ
原
千
八
百
七
十
三
番
二
外
四
筆 

三 

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類 

一
般
廃
棄
物
の
ご
み
処
理
施
設
（
焼
却
施
設
及
び
乾
燥
施
設
） 

四 

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類 

家
庭
系
及
び
事
業
系
一
般
廃
棄
物
、
感
染
性
一
般
廃
棄
物
、
し
尿
処
理
汚
泥 

五 

申
請
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 



六 

縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
時
間 

七 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
八
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の

祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
） 

八 

意
見
書
の
記
載
事
項 

 

イ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代

表
者
の
氏
名 

 

ロ 

意
見
書
を
提
出
す
る
理
由 

 

ハ 

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見 

九 

意
見
書
の
提
出
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で 

十 

意
見
書
の
提
出
方
法 

 

イ 

日
本
語
に
よ
る
こ
と 

 

ロ 

持
参
ま
た
は
郵
送
（
令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
消
印
有
効
） 

十
一 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
北
部
環
境
管
理
事
務
所
（
郵
便
番
号
三
六
〇―

〇
〇
三
一 

埼
玉
県
熊
谷
市
末
広
三

丁
目
九
番
一
号
） 

 

深
谷
市
環
境
水
道
部
環
境
課 

熊
谷
市
環
境
部
環
境
政
策
課 

埼
玉
県
北
部
環
境
管
理
事
務
所 

埼
玉
県
環
境
部
資
源
循
環
推
進
課 

縦 

覧 

場 

所 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で 

縦 

覧 

時 

間 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
野
寺 

貴 

郎 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

寄
居
岡
部
深
谷
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

深
谷
市
萱
場
一
番
地
先
か
ら 

同
市
萱
場
字
下
川
原
七
五
九
番
二
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

   

九
・
九
二
～
一
二
・
二
〇 

     

七
・
四
六
～
七
・
九
六 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

七
二
・
五
四 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

交
通
安
全
施
設
整
備
工

事
の
た
め 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
野
寺 

貴 

郎 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

新
堀
尾
島
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

熊
谷
市
市
ノ
坪
字
一
本
木
六
番
一
一
地
先
か
ら 

同
市
市
ノ
坪
字
一
本
木
九
番
四
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

   

一
二
・
〇
〇
～
一
二
・
一
八 

     

五
・
二
五
～
七
・
九
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
二
〇
・
二
四 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

道
路
改
良
工
事
の
た
め 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
野
寺 

貴 

郎 

  



 

新
堀
尾
島
線 

路
線
名 

 

熊
谷
市
市
ノ
坪
字
一
本
木
六
番
一
一
地
先
か
ら 

同
市
市
ノ
坪
字
一
本
木
九
番
四
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

令
和
七
年
十
一
月
七
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
七
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
二
〇
・
二
四
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
野
寺 

貴 

郎 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

深
谷
飯
塚
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

熊
谷
市
市
ノ
坪
字
北
ノ
内
四
七
七
番
一
地
先
か
ら 

同
市
市
ノ
坪
字
一
本
木
二
四
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

   

八
・
八
二
～
一
二
・
九
九 

     

五
・
六
五
～
一
〇
・
五
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
四
七
・
三
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

道
路
改
良
工
事
の
た
め 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
野
寺 

貴 

郎 

  



 

深
谷
飯
塚
線 

路
線
名 

 

熊
谷
市
市
ノ
坪
字
北
ノ
内
四
七
七
番
一
地
先
か
ら 

同
市
市
ノ
坪
字
一
本
木
二
四
番
一
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
七
年
十
一
月
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

令
和
七
年
十
一
月
七
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
九
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
三
四
七
・
三
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
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